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会   議   録        （敬称略） 

会議の名称   令和３年度第２回茨木市空家等対策協議会 

開 催 日 時   令和４年２月21日（月）午前９時30分開会・午前11時30分閉会 

開 催 場 所   WEB会議 

会 長   吉田 友彦 

出 席 者 〔 委  員 〕 

 吉田 友彦、井上 えり子、入江 寛、田村 綾子、大脇 久徳 
                      ＜学識経験者等＞ 

 

 上田 光夫、畑中 剛            ＜市議会推薦＞ 

 

 富澤 秀雄                 ＜公募市民＞ 

                         （８人） 

〔 市  長 〕 

 福岡 洋一 

（会議途中より代理出席 都市整備部長）岸田 茂樹 

欠 席 者  神保 勲、西谷 友香里 

事 務 局 南詰居住政策課長、谷本居住政策課課長代理兼政策係長 

開 催 形 態 非公開 

議題（案件） 

(1) 開会 

(2) 茨木市空家活用提案事業の審査について 

(3) 特定空家等に対する取組状況について 

(4) 閉会 

傍 聴 者 ０人 
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 ただ今から令和３年度第２回茨木市空家等対策協議会を開会する。 

 開会にあたり、福岡市長からあいさつを申し上げる。 

 

（あいさつ） 

 

 本日の出席状況は、委員総数 10 名のところ８名となっている。 

 本協議会開催にあたっては、規則第２条により、本市市長福岡より、「空

家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項に規定する空家等対策

計画の実施に関する事項」について諮問を受けている。 

市長は公務により退席する。以後については、岸田都市整備部長が市長

の代理を務める。 

 

（市長退席） 

 

それでは、茨木市空家等対策協議会規則第６条第１項の規定により、以

後、本協議会の運営を吉田会長にお願いする。 

 

 これより議長を務めさせていただくので、ご協力を賜りたい。 

 まず会議の公開についてお諮りしたいと思う。事務局から説明をお願い

する。 

 

前回の協議会で了承いただいたとおり、本市の審議会等の会議は公開を

原則としているが、非公開とすべき案件が発生した時には、審議会等に諮

ったうえで会議の非公開を決定することとしている。 

本日の協議案件のうち、「茨木市空家活用提案事業の審査について」及

び「特定空家等に対する取組状況について」は、個人の資産に関する情報

も含まれるため、事務局としては非公開としたいと考えている。 

 

本日の協議案件については個人情報も含まれるため、非公開がよいので

はないかという事務局からの提案だがよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

本日の協議案件である「茨木市空家活用提案事業の審査について」及び

「特定空家等に対する取組状況について」は非公開とする。 

それでは、次第に沿って議事を進める。 

 

 



議   事   の   経   過 

発 言 者 議 題（案 件）・発 言 内 容・決 定 事 項 

- 3 - 

 

 

 

 

吉田会長 

 

 

事務局 

 

 

吉田会長 

＜非公開＞ 

「茨木市空家活用提案事業の審査について」 

「特定空家等に対する取組状況について」 

 

案件は以上である。 

その他、事務局から連絡事項があればお願いする。 

 

来年度の空家等対策協議会については、２回開催を予定しており、引き

続き、特定空家等に対する取組み等について、協議いただきたい。 

  

以上をもって、令和３年度第２回茨木市空家等対策協議会を閉会する。 

 

（午前 11 時 30 分閉会） 

 


